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育児・介護休業法が改正され、今後３段階

で施行されていきます。まずは令和４年４

月１日から以下の対応が必要となります。 

１．育児休業を取得しやすい雇用環境整備 

事業主は育児休業・産後パパ育休※１に関

して次の①～④のいずれかの措置を１つ以

上講じなければいけません。（※１産後パパ

育休については、令和４年 10 月１日から対象） 

①研修の実施  

②相談体制の整備等（相談窓口の設置） 

③自社社員の取得事例の収集・提供 

④制度と育児休業取得促進に関する方針の

周知 

２．個別の周知、意向確認 

本人または配偶者の妊娠・ 

出産を申し出た労働者に対し、 

次の①～④全てを個別に周知し、休業の取

得意向の確認を行うことが必要です。 

①育児休業・産後パパ育休に関する制度 

②育児休業・産後パパ育休の申出先 

③育児休業給付に関すること 

④労働者が負担すべき社会保険料の取扱い 

周知や意向確認の方法は、面談（オンライ

ン可）、書面交付、FAX※２ 電子メール 

※２等のいずれか（※２は労働者が希望した場

合のみ）です。労働者の申出時期により事

業主の措置の実施時期も異なります。 

会社へ申し出しやすい環境を作ることが目

的で、取得の申し出をしないよう威圧す

る、不利益をほのめかす等、取得を控えさ

せるような形での実施は認められません。  

３．就業規則の変更、労使協定の締結 

有期雇用労働者が育児または介護休業を取

得できる要件の「引き続き雇用された期間

が１年以上」という要件が撤廃されます。

会社の就業規則（育児介護休業規程など）

を４月１日までに変更してください。 

ただ、労使協定を締結すれば、今後も雇用

期間が１年未満の者を育児または介護休業

の取得から除外することが出来ます。既に

そのような内容が入った労使協定がある会

社様もあるかもしれませんが、同じ内容で

もあらためて４月１日で労使協定を結び直

す必要がありますのでご注意ください。 

様式、規定例等は厚生労働省の HP 等から

ダウンロードできます。当事務所でも対応

しておりますのでお問い合わせください。 
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改正育介法に対応が必要です 

 

 

育児・介護休業法改正の研修  

（社会保険労務士池戸真祐美、 

産業カウンセラー北島さとみによる）

を別紙の通り実施いたします。 

ご検討ください 



女性従業員が、出産後引き続き育児休業を

取得するのが一般的ですが、会社の中枢的

な業務についている方が、周りの状況等か

ら「育児休業は取らないが、短時間勤務に

ついては、配慮してほしい｡」といった申し

出があった場合において、労使の話し合い

で、週の所定労働時間が２０時間未満（例

えば１日６時間、週３日間勤務）となった

場合の被保険者期間は、当該事実のあった

日（育児短時間勤務に切り替わった日）

に、被保険者資格を喪失します。しかし、

｢１週間の所定労働時間が２０時間となる労

働条件に復帰する｣ことを条件として、臨時

的・一時的に２０時間を下廻るときは、被

保険者資格の継続が認められます。そし

て、従前の就業条件への復帰が、当初の予

定と異なって「臨時的・一時的」と考えら

れる期間を超えることが明らかになった場

合（または超えた場合）および結果的に従

前の就業条件に復帰しないまま離職した場

合に被保険者資格を喪失します。雇用保険

業務取扱要領によれば、育児短時間勤務の

期間が、「臨時的・一時的」といえる期間

については「小学校就学の始期に達するま

で」となっています。 

 

 

 

●就職活動本格スタート 

――――――（3月 1日） 

 2023 年に卒業する大学生・大学院生の

新卒採用の会社説明会が１日に解禁され、

就職活動が本格的に始まりました。新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で採用が縮小

した昨年から一転、学生優位の「売り手市

場」になるとの見方が強くなっています。

またマイナビの調査では、2023 年卒の採

用予定を増やす企業は前年より増え、採用

意欲は増しています 

●外国人新規入国オンライン申請受付開始 

―――――（2月 24日） 

 政府は 25日、厚生労働省が管理・運営

する ERFS（入国者健康確認システム）を

利用した外国人の新規入国申請をオンライ

ンで行うことができる特設サイトを開設し

ます。オミクロン株に対する水際対策が３

月１日から緩和され、再開される新規入国

の手続きを円滑に進めるため、事前審査は

なく新規入国を受け入れる企業（受入れ責

任者）が入国者情報などを入力し届出する

と、査証（ビザ）発行に必要な書類がオン

ラインで発行されるしくみです。 

●小規模企業共済制度について 

―――――（3月 1日）  

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や

退職時の生活資金などのために積み立てる

「小規模企業共済制度」は、掛け金が全額

所得税控除できるなどの税制メリットに加

え、事業資金の借入れもできる、おトクで

安心な小規模企業の経営者のための「退職

金制度」です。詳しくは、顧問税理士まで

お尋ねください。 

雇 用 関 連 ニュース 

 

産休後に短時間になったときの雇用保険 



 

 

昨今新型コロナウイルスへの対応の見直し

を求める声が高まっています。2009年に

新型インフルエンザが流行した際、リスク

が低いことが判明した後、政府は感染者の

報告方法を見直し保健所などの負担を軽減

しました。今後は新型コロナウイルスにつ

いても特性に合わせた柔軟な対策が不可欠

となっていきます。 

まず感染症法では、生命を脅かす度合いに

応じて、ペストやエボラ出血熱など致死率

が高い「１類」から、季節性インフルエン

ザなど「５類」までに感染症を分類してい

ます。しかし、2009年の新型インフルエ

ンザについては、１類から５類とは別に

「新型インフルエンザ等感染症」【表１】

を新規で設けました。今回の新型コロナウ

イルスはここに分類されています。「新型

インフルエンザ等感染症」の特徴は、重症

急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）などの「２

類」相当とされていますが、無症状の感染

者にも入院を勧告できるなど「１類」と同

じ法的措置が取れ、変異ウイルスなどによ

る不測の事態にも最大権の権限を行使でき

るようになっています。一方、ウイルスの

特性に合わせて柔軟な対応もできます。新

型インフルエンザの場合、省令の改正によ

り指定から３ヶ月後に全報告書を取りや

め、季節性インフルエンザなど５類相当に

なりました。ただし法律上は「新型インフ

ルエンザ等感染症」の分類のままです。 

新型コロナウイルスの新たな変異型「オミ

クロン型」が主流の第６波（２月４日時

点）では、デルタ型の２倍近い感染力があ

りますが、致死率 0.02％とデルタ株が主

流だった第５波の２０分の 1、季節性イン

フルエンザ（0.02～0.03％）とほぼ同じ、

更に感染拡大で医師や看護師不足による医

療逼迫が起き始めている点から、事実上

「５類相当」として運用を始めた自治体も

あります。感染症の専門家らは「感染者は

必ずしも徹底した公衆衛生対応を必要とし

ないことも多い」と指摘し、感染症法の柔

軟な運用を求める下記の提言を公表しまし

た。「１日あたりの陽性者が人口１０万人

単位で５０人以上の状態が１週間以上連続

した場合、６～４９歳で軽症や無症状の感

染者で重症化リスクがない場合などでは自

宅療養を勧奨すること」 

ただし厚労省は省令改正で「５類相当」に

する対応について「制度的には可能だが、

2009年の新型インフルエンザと異なる感

染症のため慎重な検討が必要である」と及

び腰です。守るべき命を守るために、これ

までの経験を踏まえた柔軟な対応が求めら

れそうです。 

 

【表１】 

新型コロナウイルスの変異対応について 

 

分類 主な感染症名
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新型インフル等

感染症

新型コロナ

感染症など
○ ○ ○ ○ ○ ○

1類
エボラ出血熱、

ペストなど
× × ○ ○ ○ ○

2類
結核、

SARSなど
× × × ○ ○ ○

3類
細菌性赤痢、

コレラなど
× × × × × ○

4類 黄熱など × × × × × ×

5類
インフルエンザ

（季節性）など
× × × × × ×

感染症法上の分類と可能な措置


